
▼
軽
井
沢
の
労
災
で
建

設
作
業
員
を
略
式
起
訴

佐
久
区
検
は
１２
日
、
北
佐
久
郡
軽

井
沢
町
の
別
荘
建
築
現
場
で
２
０
１

２
年
１２
月
に
作
業
員
の
男
性
――
当
時

（７４
）
＝
に
材
本
が
落
下
し
、
死
亡
し

た
労
災
事
故
で
、
材
木
を
つ
る
す
作

業
の
担
当
者
だ

っ
た
井
出
秀
光
建
設

作
業
員
（６３
）＝
南
佐
久
郡
小
海
町
小

海
＝
を
業
務
上
過
失
致
死
の
罪
で
佐

久
簡
裁
に
略
式
起
訴
し
た
。

１２
考
四

方
で
、
長
さ
３

・
１
～
３

ｏ
７
研
の

材
木
２８
本
の
東
が
傾
い
て
不
安
定
な

状
態
な
の
に
、
ク
レ
ー
ン
で
つ
る
し

た
ま
ま
移
動
を
続
け
、
男
性
を
死
亡

さ
せ
た
疑
い
で
書
類
送
検
さ
れ
て
い

た
。一

方
、
長
野
地
検
は
同
日
、
井
出

作
業
員
と
と
も
に
同
容
疑
で
書
類
送

検
さ
れ
た
現
場
責
任
者
の
男
性
（４‐
）

と
ク
レ
ー
ン
運
転
者
の
男
性
（３４
）は

不
起
訴
と
し
た
。
理
由
は
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
。
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